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諮問庁：国土交通大臣 

諮問日：令和６年９月１１日（令和６年（行情）諮問第１００６号） 

答申日：令和６年１２月１８日（令和６年度（行情）答申第７３０号） 

事件名：特定日に開催された関東地方整備局ワークライフバランス推進本部会

議の議事録の不開示決定（不存在）に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

別紙に掲げる文書（以下「本件対象文書」という。）につき，これを保

有していないとして不開示とした決定について，諮問庁が原処分の手続に

違法はないとしていることは，妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し，令和６年３月８日付け国関整総情第３

２８４号－１により関東地方整備局長（以下「処分庁」という。）が行っ

た不開示決定（以下「原処分」という。）について，その取消しを求める。 

２ 審査請求の理由 

審査請求人が主張する審査請求の理由は，審査請求書及び意見書の記載

によると，おおむね以下のとおりである。 

（１）審査請求書 

ア 趣旨 

開示決定内容の不服申立，不開示決定処分の取消，及び納付手数料

の還付 

イ 理由 

原処分において不開示とされた文書は，能登半島地震の災害対応に

より書面開催となったため当該請求文書（関東地方整備局ワークラ

イフバランス推進本部会議議事録）は作成されていないとの説明で

したが，審査請求人が請求した行政文書開示請求書を受理した段階

で作成されていないことが明らかであったにも関わらず，これを不

開示決定とした処分は悪質性が極めて高く，良識のある社会人とし

て取るべき行動とはかけ離れており，性根が腐りきっていると言わ

ざるを得ない。 

請求文書が作成されていないのであれば受理時点で開示請求人に対

して請求の取り下げ意志を確認した上で行政文書開示請求書の返還

をすべきであり，この機会を与えず開示請求人に対して損失を負わ
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せたことは関東地方整備局の重大な過失であり，然るべく制裁を受

けるに値する事象である。 

前述を踏まえ，本件不開示決定通知書を取り消した上で納付手数料

の還付を行うことを求めます。 

（２）意見書 

本諮問事件において示された理由説明書「第３ 原処分に対する諮問

庁の考え方 ２ 文書の保有の有無について」において，本件審査請求

人が処分庁に対して開示請求を行った行政文書ついて（原文ママ），

「能登半島地震の災害対応により，推進本部会議は書面による開催とな

り，当該開示請求にかかる行政文書は作成されていないことから，行政

文書が存在しないため不開示とした。」として原処分を行ったとの説明

をする記述があり，これを援用する根拠として，当該行政文書を作成し

ていないことについて，「（議事録作成の要否に関して）統一的な決ま

りはないが，当該推進本部会議については書面開催を行ったところ，推

進本部委員からの意見がなかったため議事録を作成していない。」との

主張をされています。 

しかしながら，審査請求人が本件行政文書開示請求を行った時点（令

和６年２月５日）において文書が存在しないことが明らかな事実であっ

たとするならば，審査請求人の求める文書が開示出来ないことを知りな

がら取り下げの意思確認を行った上での本件行政文書開示請求書の返還

を怠り，審査請求人が納付した開示手数料を搾取し，損失を負わせたこ

とは処分庁の明らかな過失であり，悪質性が極めて高く，厳しく断罪さ

れて然るべきで相応の制裁を科されるべき事象であると考えます。 

上述のとおり，本件審査請求事案は適切な判断のもと処分決定がなさ

れておらず，審査請求人は求める行政文書の開示を受ける利益を享受出

来ていないことから，令和６年２月５日付け「行政文書開示請求書」は

取り下げの上，納付した開示手数料は還付すべきだと考えますので意見

として申し述べさせて戴くとともに，公正な判断をして戴くことを切に

願っております。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 本件審査請求について 

本件開示請求は，法４条１項に基づき，令和６年２月５日付けで，処分

庁に対して本件対象文書の開示を求めたものである。 

処分庁は，令和６年３月８日付け国関整総情第３２８４号－１において，

不開示とする決定（原処分）をした。 

審査請求人は，令和６年６月７日付けで，国土交通大臣に対し，原処分

の取消しを求め，本件審査請求を提起した。 

２ 審査請求人の主張について 
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（略：上記第２の２に同じ。） 

３ 原処分に対する諮問庁の考え方 

（１）本件開示請求について 

本件開示請求は，本件対象文書の開示を求めたものである。 

これに対し，処分庁は，原処分により，「能登半島地震の災害対応に

より，関東地方整備局ワークライフバランス推進本部会議は書面による

開催となり，当該開示請求にかかる行政文書は作成されていないことか

ら，行政文書が存在しないため不開示とした」として，不開示とする決

定を行った。 

審査請求人は，審査請求書において，原処分の取消しを求めているこ

とを踏まえ，以下，検討する。 

（２）文書の保有の有無について 

本件対象文書は，令和６年１月１０日に開催された関東地方整備局ワ

ークライフバランス推進本部会議（以下，第３において「推進本部会議」

という。）の議事録の開示を求めるものであるが，処分庁は，「能登半

島地震の災害対応により，推進本部会議は書面による開催となり，当該

開示請求にかかる行政文書は作成されていないことから，行政文書が存

在しないため不開示とした。」として原処分を行ったと説明する。 

処分庁に対し，書面開催となったことを周知する文書の提示を求めた

ところ，令和６年１月５日に推進本部委員に対して書面開催となったこ

とを周知した電子メールの存在について確認することができた。また，

複数の推進本部委員に「当該会議が書面開催であったか否か。」を聞き

取った結果，書面開催であった旨の申述が確認できた。これらのことか

ら，当該推進本部会議は処分庁の説明のとおり書面開催であったことが

推察される。 

また，処分庁に対し，「書面開催の会議について，一般的に議事録は

作成しないのか。」旨確認したところ，「統一的な決まりはないが，当

該推進本部会議については書面開催を行ったところ，推進本部委員から

の意見がなかったため議事録を作成していない。」旨の回答があった。 

さらに，本件審査請求を受けて，本件対象文書について改めて処分庁

において文書起案簿や共有フォルダ等を探索させたが，当該文書につい

て処分庁において保有していることを確認することができなかった。 

したがって，処分庁の説明のとおり，「当該開示請求にかかる行政文

書は作成されていないことから，行政文書が存在しないため不開示とし

た。」とする処分庁による説明は首肯できる。 

（３）原処分の妥当性について 

審査請求人は「請求した行政文書開示請求書を受理した段階で作成さ

れていないことが明らかであったにも関わらず，これを不開示決定とし
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た処分は悪質性が極めて高く，良識のある社会人として取るべき行動と

はかけ離れており，性根が腐りきっていると言わざるを得ない。」及び

「請求文書が作成されていないのであれば受理時点で開示請求人に対し

て請求の取り下げ意志を確認した上で行政文書開示請求書の返還をすべ

きであり，この機会を与えず開示請求人に対して損失を負わせたことは

関東地方整備局の重大な過失であり，然るべく制裁を受けるに値する事

象である。」旨主張するが，法９条２項に「行政機関の長は，開示請求

に係る行政文書の全部を開示しないとき（前条の規定により開示請求を

拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含

む。）は，開示をしない旨の決定をし，開示請求者に対し，その旨を書

面により通知しなければならない。」と規定されていること及び法１６

条に「開示請求をする者又は行政文書の開示を受ける者は，政令で定め

るところにより，それぞれ，実費の範囲内において政令で定める額の開

示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならな

い。」と規定されていることを踏まえれば，原処分は妥当である。 

（４）結論 

以上のことから，本件対象文書につき，これが存在しないため不開示

とした決定については，処分庁において本件対象文書を保有していると

は認められないため，妥当であると判断した。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

① 令和６年９月１１日  諮問の受理 
② 同日         諮問庁から理由説明書を収受 
③ 同年１０月２１日   審査請求人から意見書を収受 
④ 同年１１月２８日   審議 
⑤ 同年１２月１１日   審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件開示請求について 

本件開示請求は，本件対象文書の開示を求めるものであり，処分庁は，

これを保有していないとして不開示とする原処分を行った。 

審査請求人は，原処分には手続上の不備があるとしてその取消しを求め

ていると解されるところ，諮問庁は原処分を妥当としていることから，以

下，原処分の妥当性について検討する。 

２ 原処分の妥当性について 

（１）当審査会事務局職員をして諮問庁に改めて確認させたところ，諮問庁

はおおむね以下のとおり説明する。 

ア 本件開示請求は，令和６年１月１０日に開催された関東地方整備局

ワークライフバランス推進本部会議の議事録の開示を求めるものと解



 

 5 

され，処分庁は，能登半島地震の災害対応により，推進本部会議は書

面による開催となり，当該開示請求に係る行政文書は作成されていな

いことから，行政文書が存在しないため，不開示とする原処分を行っ

たものである。 

審査請求書の記載から，審査請求人は文書の不存在については容認

した上で，不開示決定に関する手続の違法性を争っていると解され

る。 

イ 本件の場合，処分庁は，審査請求人に対し，開示請求の意図や解釈

の確認といったような補正を行っていない。これは，本件の開示請求

書には請求内容が明確に記載されていたことにより，請求の対象文書

が明確に特定され，その物理的な探索も可能であったことから，開示

請求書に形式上の不備は認められず，補正を行う必要性はないと判断

したためである。したがって，審査請求人に対し，補正の参考となる

情報の提供も行わなかった。 

ウ 法９条２項には，「行政機関の長は，開示請求に係る行政文書の全

部を開示しないとき（前条の規定により開示請求を拒否するとき及び

開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。）は，開示を

しない旨の決定をし，開示請求者に対し，その旨を書面により通知し

なければならない」と規定され，法１６条１項には，「開示請求をす

る者又は行政文書の開示を受ける者は，政令で定めるところにより，

それぞれ，実費の範囲内において政令で定める額の開示請求に係る手

数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない」と規定さ

れていることを踏まえれば，処分庁が，審査請求人から開示請求を受

け，請求の対象文書の探索を行った結果，文書の不存在という結論に

至ったのであるから，法の規定どおり，処分庁は不開示決定を行うべ

きであって，審査請求人は開示請求手数料を負担すべきものと考える。 

なお，処分庁においては，審査請求人に限らず，上記と同様のケー

スにおいて，開示請求者には，開示請求手数料の納付を求めること

としている。 

エ 以上のことから，本件には，原処分を取り消すに足りる違法又は不

備があるとは考えていない。 

（２）上記諮問庁の説明に特段不自然・不合理な点があるとはいえず，これ

を覆すに足る事情も認められない。 

したがって，原処分の手続に，原処分を取り消すに足りる違法又は不

備があるとは認められない。 

３ 本件不開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象文書につき，これを保有していないとして不

開示とした決定について，諮問庁が原処分の手続に違法はないとしている
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ことは，妥当であると判断した。 

（第５部会） 

委員 藤谷俊之，委員 石川千晶，委員 磯部 哲 

  



 

 7 

別紙（本件対象文書） 

令和６年１月１０日に開催された「関東地方整備局ワークライフバランス推

進本部会議」の議事録を開示願います。 

 


